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 本準備書面においては、本件アセスの手続上の違法について述べる。 

 

第１ 手続の瑕疵と処分の違法 

１ はじめに   

原告ら準備書面（２）において述べたとおり、確定評価書が「環境の保全につ

いて適正な配慮」を行っているという判断について、基礎とされた事実に係る重

要な事実の誤認、事実に対する評価の合理性、判断過程において考慮すべき事項

の不考慮等があり、事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くような

場合、または環境アセスにおける手続きが適切に履行されていない場合において

は、「適正な配慮」をしているとして変更命令を要しないとの判断をし、評価書確

定通知を発することは、違法となると解される。 

ところで、電気事業法及び環境影響評価法は、配慮書、方法書、準備書の各段

階において、事業者が、環境保全の見地から意見を有する者、都道府県知事、環

境大臣らに意見を求め、方法書、準備書、評価書の作成にあたっては、それらの

者の意見に配意しあるいはそれを勘案することを求めている（電気事業法第４６

条の２ないし１５、環境影響評価法第３条の２ないし７条）。対象事業の環境影響

にかかる調査・予測・評価を行うにあたり、事業を行おうとする者が一方的に調

査・予測・評価の項目や方法を決定し、また、環境保全措置の内容を検討するの

では、事業者が事業を進めようとするあまり、環境影響の調査・予測・評価の範

囲や環境保全措置の検討内容が狭く限定されたり、環境影響が過小に評価された

りするおそれがある。法は、そのような事業者の「お手盛り」を防止し、事業の

環境影響や合理的な環境保全措置にかかる客観的な情報が収集され、第２準備書

面において述べたような「ベスト追求型の環境影響評価」がなされることを担保

するために、環境保全の見地から意見を有する者、都道府県知事、環境大臣の意

見提出手続を設けたものである。 

対象事業につき適切な環境配慮がなされているというためには、上記のような
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意見提出手続を含む環境影響評価手続が法に従って適切になされていることが前

提であるから、電気事業法及び環境影響評価法の定める手続について瑕疵がある

と認められる場合には、確定評価書に基づき「環境の保全について適正な配慮」

が行われているという判断に基づいて行われた評価書確定通知は違法と判断され

るべきである（東京地判平成２３年６月９日裁判所ＨＰ掲載（新石垣空港完成検

査合格処分取消請求事件）参照）。 

 

第２ 準備書への記載の欠落・記載の誤り 

１ 準備書への記載の欠落や記載の誤りと手続の瑕疵 

   経済産業大臣の最終的な審査対象となる評価書は、市民意見に配意し、知事意

見を勘案して作成されなければならない。 

準備書の公告縦覧手続は、環境保全の観点から重要な情報が準備書に記載され

ていることが不可欠の前提である。しかしながら、市民・自治体に対し、準備書

に記載すべき事項が記載されない等により、準備書段階で不適切かつ不十分な情

報提供がされた場合には、市民及び知事等は環境保全の見地から適確に意見をま

とめることができないことから、その結果として、経済産業大臣からも適切な勧

告（電気事業法第４６条の１４）がなされず、また、事業者は、適切な市民及び

知事等の意見を踏まえて評価書を作成していないこととなる。すなわち、このよ

うな場合には、瑕疵を帯びた市民意見・知事意見に配意・勘案して、評価書をま

とめたものであり、評価書の内容にも瑕疵があることとなる。 

  したがって、準備書に記載すべき事項が記載されなかった場合には、事業者が

市民・知事・環境大臣意見等について配意・勘案していないことになるから、瑕

疵ある準備書を前提として作成された評価書について確定通知を発することは違

法である。 

２ 本件における準備書への記載の欠落 

 ⑴ 燃料種の比較検討が記載されなかったこと 
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ア 原告ら準備書面（３）において主張したとおり、本件アセスにおいては、

配慮書段階において構造の代替案として燃料種の比較検討がなされておらず、

また、その後の手続の中でも何ら検討がなされていない。 

 原告ら準備書面（３）において記載した通り、燃料種の比較検討がなされ

なかったこと（燃料種に係る構造の代替案を検討しなかったこと）に関して

は、新設発電所について燃料種を「石炭」を選択した結果として、ＣＯ２の

排出、大気汚染物質の排出の両面において、環境の保全について適正な配慮

を欠くこととなり、これを是認したことは実体的にも違法であり、本件確定

通知は違法となる。 

イ しかしながら、燃料種の比較検討の結果が準備書に記載されていないこと

は、それ自体としても違法である。 

  原告ら準備書面（３）においても述べたとおり、燃料種について比較検討

を行っていれば（例えば、ガス火力発電との比較など）、石炭火力発電による

場合と比べて、いかに大気汚染物質及びＣＯ２の排出量が異なるかが明確と

なる。そして、燃料種の違いによって大気汚染・温暖化の観点からは、環境

への影響が著しく異なってくることから、燃料種の比較検討の結果について

は、準備書に記載しなければならない重大な情報であった。 

にもかかわらず、準備書段階では、新設発電所に係る環境影響を適切に評

価するためにも、燃料種の比較検討の結果が何ら記載されなかった。これに

よって、市民及び知事等においては、具体的な比較結果に基づいて意見を述

べることができず、その結果として、意見の結果が評価書に反映されていな

いものであるから、準備書に燃料種についての比較検討の結果の記載がない

ことは違法である。  

 ⑵ 大気汚染物質の総排出量に係る記載の欠落 

ア 次に、訴状においても述べたとおり、本件アセスにおいては、大気汚染物

質の総排出量の変化が、市民の求めにもかかわらず、準備書に記載されなか
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った。 

  イ 神戸製鋼は、もともと、地域住民に配布した「神戸製鉄火力発電所（仮称）

設置計画の概要―地域と共生する都市型発電所」（甲Ａ２６）の２頁に、「周

辺環境への影響を現状より低減します」と記載し、また、付近住民への説明

でも、高炉が廃止されることを理由に「大気汚染を現状よりも改善する」と

の説明を繰り返してきた。なお、住民らは、本件準備書公告後に開催された

神戸製鋼主催の説明会（灘、東灘、中央、芦屋）においても、「汚染物質の総

排出量が、現状と比べて増えるのか減るのか、絶対値で示してほしい」と繰

り返し求めたが、神戸製鋼はこれに対しても一切答えなかった。 

 その後、神戸市環境影響評価審査会の委員から、この点に関する質問がな

されたため、神戸製鋼は第１６１回神戸市環境影響評価審査会において補足

説明資料（甲Ａ２７）を委員会に提出した（同資料のうち、表２を参照）。同

資料により、訴状の図１５のとおり、ＳＯｘ、ＮＯｘ、ばいじんが、いずれ

も大幅に増えうることが明らかになったところである（ＳＯｘ、ＮＯｘ、ば

いじんの排出量はそれぞれ、３６～７２%、１０～５６％増加、４３％～３５

１％増加）。 

  ウ 従前から述べてきたとおり、新設発電所の建設予定地の周辺地域は、ＰＭ

２．５や光化学オキシダントの環境基準を達成しておらず、また、ＮＯ２の

環境基準も恒常的に０.０４ppm～０.０６ppm のゾーン内（現状からの非悪化

が求められている地域）にあり、深刻な大気汚染からの環境回復の途上にあ

る地域である。しかしながら、神戸製鋼は大気汚染物質の「排出量」につい

て何ら説明を行わず、「濃度」についてしか説明を行ってこなかった。 

    神戸製鋼による「濃度」に係る予測・評価結果が合理的なものであるか否

かにかかわらず、そもそも、巨大な排出源となる石炭火力発電所である新設

発電所から、どの程度の「量」の大気汚染物質が当該地域に追加的に排出さ

れるか、及び汚染物質の排出量の増減については、地域の住民が、本件準備
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書に対する市民意見を提出するにあたっての極めて合理的な関心の対象であ

る。したがって、神戸製鉄所の敷地内の排出源からの、大気汚染物質の総排

出量の増減については、準備書に記載されるべき重要な情報であった。 

  エ にもかかわらず、本件準備書には、大気汚染物質の総排出量の記載がなさ

れていないことは違法である。 

なお、前述の経過からすれば、本件アセス内外における神戸製鋼の説明に

より、市民は、かえって環境負荷は低減すると意図的に誤信させられ、本件

準備書に対して正当な評価を行うことができず、第３高炉の廃止に伴い、新

設発電所を建設したとしても大気汚染物質の排出量が減少すると意図的に誤

信させられたまま、本件準備書に対する市民意見の提出がなされた ものと言

わざるを得ず、この点からも手続に著しい瑕疵があると言わざるを得ない。 

 ⑶ 接地逆転層形成時における発電所付近住民への影響に係る記載の欠落 

   さらに、大気汚染物質による影響の評価に際しては、特殊気象条件下での予

測の一つとして、接地逆転層が形成された際に係る検討結果が記載されている。 

   接地逆転層が形成された時の、神戸発電所風下に位置する測定局の測定濃度

及びベースからの増加濃度については、委員の求めに応じ、第１６１回の神戸

市環境影響評価審査会において初めて示された（甲Ａ２７）。訴状において述べ

たとおり、発電所建設予定地に近い灘浜測定局（４月２０日１１時）の測定濃

度及びベースからの増加濃度は、新設発電所からの排出により、大気中の汚染

濃度は、ＮＯ２で１.６倍、ＳＯ２では、２倍となる（甲Ａ２７の３－７頁）。

前述したとおり、事業者は、高炉の廃止に伴い本件発電所を新設しても環境負

荷が減少すると市民を誤信させたり、あるいは、市民向けの説明会等でも環境

への影響はほとんどないと発言したりしてきた。準備書においては、接地逆転

層形成時も含め、バックグラウンド濃度からの上昇分が小さいケースの予測値

のみを記載しており（甲Ａ２８・準備書７４９頁以下。特殊気象条件下の予測

値については、７５４頁）、新設発電所の影響が大きい予測値については、準備
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書にも記載せず、住民ほか環境保全の見地からの意見を有する者が、意見提出

期間中にこのような情報に接することはできなかった。 

 ⑷ ＮＯ２の環境基準に係る記載の誤り 

ア 本件準備書のうち、施設の稼働による大気への影響の評価結果に係る部分

のうち７５０頁、第１２.１.１.１-７７の表（下記の表１。甲Ａ２８）は環

境基準の年平均相当値として「０.０３０ppm」を用いているところ、同表注

３の関係式によれば、上記相当値は、環境基準の上限・日平均９８％値０.０

６ppm を適用した値であると考えられるが（一時間値の年平均値をもとに、

年平均値に推計する形となっている。「大気汚染状況に関する環境基準の評

価方法」・甲Ｂ１２も参照）。 

 

表１ 準備書７４９頁の表 

しかしながら、ＮＯ２の環境基準は「１時間値の１日平均値が０.０４ppm

から０.０６ppm までのゾーン内又はそれ以下 」とされ、「ゾーン内にある地

域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、
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又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする 」と規定され

ている（甲Ｂ１１）。     

しかし、本件準備書においては、上記のように、ＮＯ２の環境基準値を０.

０６ppm と捉えることを前提とした年平均値「０.０３０ppm」を環境基準値

であると記載することにより、市民に対して環境基準をクリアしているから

環境保全上の問題はないとの情報だけが示され、建設予定地付近の汚染レベ

ルが恒常的に上記ゾーン内にあり、現状より汚染を悪化させてはならない地

域であるということが示されなかった。また、上記の灘浜局については、前

記のゾーン内にあるバックグラウンド濃度が、新設発電所の設置後には悪化

する、すなわち「現状程度の水準を維持」できないこととなることが明らか

であるにもかかわらず、このことを看過して、あたかもＮＯ２に係る環境基

準が遵守されているかのような記載がなされている。 

  イ また、その後、本件準備書に対する意見提出期限（２０１８年８月２０日）

が経過した後に開催された第１６１回の神戸市環境影響評価市審査会（同年

９月２０日）において提出された資料１８（甲Ａ２７）においては、灘浜局

に加え、六甲アイランド局及び住吉南局において、環境基準の年平均相当値

の下限値と上限値の間のゾーン内にあることが示されたが、これらは本来、

環境基準を達成するか否かに係る重要な情報であり、準備書において明確に

記述し、市民意見の提出の際に参考に供されるべき情報である。 

    したがって、準備書に前記事項の記載がなかったことは違法である。 

 

第３ 調査・予測・評価地点についての問題  

１ 環境影響評価手続の過程に手続上の瑕疵があり、環境影響評価を左右する重要

な環境情報が収集されないままに環境影響評価の結果である環境影響評価書が確

定されたおそれが否定できない場合には、確定評価書に基づき「環境の保全につ

いて適正な配慮」が行われているという判断は違法と判断されるべきである。 
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２ 訴状４９頁以下において既に述べたとおり、本件準備書における予測・評価地

点はすべて一般局（一般環境大気測定局。地域内を代表する測定値が得られるよ

う、特定の発生源の影響を直接受けない場所を選定して、大気環境の汚染状況を

常時監視する測定局）であった。しかし、「現状の汚染に、新たな汚染源となる石

炭火力発電所の影響がどの程度上乗せされるか」ということを調査することが、

環境影響評価制度の趣旨から要請されるはずであり、汚染状態が一般局よりも悪

い自排局（自動車排出ガス測定局。自動車走行による排出物質に起因する大気汚

染の考えられる交差点・道路・道路端付近の大気を対象にした汚染状況を常時監

視する測定局）も評価地点に加えなければならないというべきである。 

神戸市内で最寄りの自排局は東部局と中部局であるが、両局のＮＯ２の年平均

濃度は、平成２２年以降でみても、いずれの年度においても、また、いずれの地

点においても、上述した環境基準の下限である、日平均９８％値０.０４ｐｐｍを

超えている。事業予定地域付近には国道４３号線など多数の道路が存在し、その

沿道には多くの住民が暮らし、学校、医療施設などが存在している。石炭火力発

電所の新設は、このような地域において、新たな巨大排出源を追加するものであ

り、上掲の環境基準告示の趣旨に鑑みると、再検討されなければならないもので

ある。 

３ したがって、自排局における汚染状態の予測・評価を行っていない点について、

本件アセスについては、大気汚染物質による環境影響の評価の前提となる手法が

誤っていたものであり、この点についても評価書には看過しがたい瑕疵がある。 

 

第４ 市民意見、知事意見、環境大臣意見、経済産業大臣勧告の不考慮 

１ 市民意見等の不考慮と評価書の瑕疵 

  従前述べてきたとおり、環境アセスの目的からすれば、事業者が市民・知事・

環境大臣意見等について配意・勘案せずに評価書を作成している場合においては、

当該評価書について確定通知を発することは違法となる。 
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  本件アセスにおいては、以下の通り、準備書に対する知事意見を勘案せず、ま

た市民意見に配意していないほか、環境大臣意見を勘案せずに経済産業大臣によ

る勧告がなされているだけでなく、経済産業大臣勧告も踏まえずに評価書が作成

されており、違法である。 

２ 準備書に対する知事意見を勘案していないこと 

⑴ ＰＭ２．５について 

準備書に対する知事意見（甲Ａ１３。以下単に「知事意見」という。）は、「微

小粒子状物質について、原因物質の排出抑制を行うとともに、削減対策等に関

する最新の知見を収集し、必要に応じて更なる環境保全措置を検討すること」

としている。 

ところが、神戸製鋼は「ＰＭ２．５の環境影響及び対策に関する今後の動向

を踏まえて、必要に応じて追加の環境保全措置を検討する等、適切に対応して

まいります」と述べるばかりで（甲Ａ２９）、実際には、この点にかかる最新の

知見の収集、環境保全措置の検討を全く行っていない。 

 ⑵ ＣＯ２について 

知事意見は「二酸化炭素を多量に排出する施設の設置者として、発電施設の

導入時点において採用可能な最も高効率で二酸化炭素排出量の少ない発電技術

を導入するとともに、二酸化炭素総排出量を施設の供用によって増加させない

こと」と述べている。 

事業者は、「二酸化炭素総排出量を施設の供用によって増加させない」という

知事の要請について、評価書の作成にあたり、勘案していない。 

２ 市民意見に配意して評価書を作成していないこと 

  訴状５２頁以下においても述べたとおり、準備書に対する市民意見１１９９通

のほぼ全てが、大気汚染や水銀の排出による地域環境の悪化、大量の CO2 の排出

による温暖化への寄与を懸念するものであり、石炭を燃料とする火力発電に対し

反対の立場をとるものであった。 
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ところが、神戸製鋼においては、このような市民意見に何ら配意せずに評価書

を作成している。 

３ 環境大臣意見を勘案していないこと 

準備書について、経済産業大臣は、環境大臣の意見を聴き、これを勘案して（勘

案する義務があると解される。環境影響評価法２４条参照）、事業者に対して勧告

しなければならない。 

ところが、本件アセスにおける経済産業大臣勧告（甲Ａ１５）は、環境大臣に

よる「２０３０年度及びそれ以降に向けた本事業に係るＣＯ2 排出削減の取組み

への対応の道筋が描けない場合には、事業実施を再検討することを含め、事業の

実施についてあらゆる選択肢を勘案して検討すること」との指摘（甲Ａ１４の１

ないし２）を勘案したものになっておらず、違法である。 

したがって、違法な経済産業大臣勧告を受けて、環境大臣意見の要請する再検

討を行わずに作成された評価書は違法であり、これに係る確定通知には瑕疵があ

る。 

４ 経済産業大臣勧告を踏まえて評価書が作成されていないこと 

訴状５３頁以下においても述べた通り、神戸製鋼においては、準備書に対する

経済産業大臣の勧告（甲Ａ１５）を踏まえて確定評価書を作成する義務を負う。 

ところが、神戸製鋼においては、経済産業大臣勧告に係る下記の点について、

何らそれを踏まえた検討も対応も行わないまま評価書を作成しているところ、評

価書は違法である。 

そして、下記のような問題が存在するにもかかわらず、経済産業大臣は、確定

通知を発するにあたり、これらの問題点を全て看過しており（甲Ａ１７のうち「準

備書に対する経済産業大臣勧告の評価書への反映状況」を参照）、確定通知を発し

たことは違法である。 

⑴ 水銀について 

経済産業大臣勧告は、水銀の大気への排出について、必要に応じて追加の環
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境保全措置を含めた対応を求めている（甲Ａ１５のうち、別紙の２頁）。ところ

が、評価書においてはそのような点について検討された形跡すらない（評価書

１３２３頁以下を参照、甲Ａ１６）。 

 ⑵ ＰＭ２．５について 

 経済産業大臣勧告は、「微小粒子状物質について、原因物質の排出抑制を行う

とともに、削減対策等に関する最新の知見を収集し、必要に応じて更なる環境

保全措置を検討すること」としている（甲Ａ１５のうち、別紙の２頁。なお、

兵庫県知事意見にも同様の指摘がある）。 

ところが、神戸製鋼は、「微小粒子状物質（PM2.5）に係る最新の知見を踏ま

えて、必要に応じて追加の環境保全措置を含めた適切な対応を行う」とただ述

べているに過ぎず、実際には、最新の知見の収集も、さらなる環境保全措置に

ついての検討も評価書作成にあたって行っていない（評価書１３２３頁以下を

参照、甲Ａ１６）。 

 ⑷ ＣＯ２について 

 経済産業大臣勧告は、「２０３０年以降に向けて、更なる二酸化炭素排出削減

を実現する見通しをもって、計画的に実施すること」としている（甲Ａ１５の

うち、別紙の１頁）。 

ところが、評価書においては、「本発電所について、二酸化炭素分離回収設備

の実用化に向けた技術開発を含め、今後の革新的な二酸化炭素排出削減対策に

関する所要の検討を継続的に行う」との記述が追加されているだけで、削減の

具体的な見通しも削減策を計画的に実施することについても示されていない

（評価書１３１８頁、１３２１頁参照。甲Ａ１６）。 

⑸ 説明責任について 

経済産業大臣勧告は、「本事業は、人口密集地であり、かつ、既存の製鉄所及

び発電所が存在する地域において、環境負荷を増大させる事業であること等か

ら、関係する地方公共団体の意見を十分勘案するとともに、地域住民等の関係
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者の理解・納得が得られるよう、誠意を持って丁寧かつ十分な説明を行うこと」

を求めている（甲Ａ１５のうち、別紙の１頁。兵庫県知事意見も同旨）。 

ところが、評価書作成前、及び作成後に、事業者は、知事意見を勘案せず、

経済産業大臣勧告を踏まえた対応をとっていない。 

 

第５ 結語 

 以上のことから、本件アセスに関しては、手続上も環境アセスの趣旨に反した著

しい手続の違反があり、本件確定通知は違法である。 

以上 
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